
平成 年 月 日 金曜日

山
生

機
関

山 口 県

解漁道公山大土雑県

（定期）報

告生生生救 毎

第 号

平
成
二
十
九
年
二
月
十
七
日

告

口
県
告
示
第
三
十
七
号

活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律

か
ら
次
の
と
お
り
医
療
機
関
を
廃

除
予
定
保
安
林
（
下
関
市
）
（
森
林

船
損
害
等
補
償
法
の
規
定
に
基
づ
く

路
の
位
置
の
指
定
（
建
築
指
導
課
）

告口
県
環
境
影
響
評
価
条
例
の
規
定
に

規
模
小
売
店
舗
立
地
法
第
八
条
第
一

地
改
良
事
業
の
工
事
の
完
了
（
農
村

報報
の
正
誤
（
平
成
二
十
八
年
九
月
二

目

次

示活
保
護
法
の
規
定
に
基
づ
く
指
定
医

活
保
護
法
の
規
定
に
基
づ
く
医
療
機

活
保
護
法
の
規
定
に
基
づ
く
施
術
機

急
病
院
等
の
認
定
（
医
療
政
策
課
）

週
火
・
金
曜
日
発
行

山
口
県
知

示

第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
条
の

止
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
。

整
備
課
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

届
出
事
項
（
水
産
振
興
課
）
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

基
づ
く
公
聴
会
の
開
催
（
環
境
政
策
課

項
の
規
定
に
よ
る
意
見
の
聴
取
（
五
件

整
備
課
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

十
三
日
山
口
県
告
示
第
二
百
九
十
二
号

療
機
関
の
廃
止
の
届
出
（
厚
政
課
）
…

関
の
指
定
（
厚
政
課
）
…
…
…
…
…
…

関
の
指
定
（
厚
政
課
）
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…事

村

岡

嗣

政

二
の
規
定
に
よ
り
、
指
定
医
療

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
二

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
三

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
四

）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
五

）
（
商
政
課
）
…
…
…
…
…
…
五

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
六

）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
七

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
二

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
二

平 成 年
月 日

（金曜日）

ハ
ー
ト
歯
科
ク
リ
ニ
ッ
ク

古
浜
歯
科
医
院

新
町
薬
局 医

療

名

称

黒
川
病
院

黒
川
医
院

女
性
ク
リ
ニ
ッ
ク
お
が
た

ロ
ー
ズ
デ
ン
タ
ル
ク
リ
ニ
ッ
ク

須
々
万
薬
局

山
口
県
告
示
第
三
十
八
号

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五

た
め
の
医
療
を
担
当
さ
せ
る
機

平
成
二
十
九
年
二
月
十
七

黒
川
医
院

女
性
ク
リ
ニ
ッ
ク
お
が
た

ロ
ー
ズ
デ
ン
タ
ル
ク
リ
ニ
ッ
ク

竹
中
歯
科

ハ
ー
ト
歯
科
ク
リ
ニ
ッ
ク

古
浜
歯
科
医
院

有
限
会
社
薬
心
堂
新
町
薬
局

オ
リ
ー
ブ
薬
局
愛
宕
山
店

医

療

名

称

ゆ
き
こ
ク
リ
ニ
ッ
ク

縄
田
医
院

岡
村
医
院

藤
井
内
科
医
院

黒
川
病
院

防
府
市
大
字
田
島
一
四
八
五
の

柳
井
市
天
神
一
六
番
二
一
号

岩
国
市
岩
国
三
丁
目
二
番
四
号

山
口

機

関

所

在

周
南
市
五
月
町
八
番
一
九
号

一
号

山
陽
小
野
田
市
中
央
三
丁
目
六

号山
口
市
小
郡
栄
町
二
番
一
号

周
南
市
大
字
須
々
万
本
郷
二
五

五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
四
十

関
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。

日

一
号

山
陽
小
野
田
市
中
央
三
丁
目
六

号山
口
市
小
郡
緑
町
五
番
一
四
号

防
府
市
三
田
尻
一
丁
目
三
番
三

大
字
田
島
一
四
八
五
の

柳
井
市
天
神
二
〇
番
三
号

岩
国
市
岩
国
三
丁
目
二
番
四
号

尾
津
町
二
丁
目
一
〇
番

機

関

所

在

山
口
市
泉
都
町
一
〇
番
四
号

中
央
五
丁
目
一
六
番
一

防
府
市
大
字
田
島
一
四
八
七
の

周
南
市
若
宮
町
一
丁
目
五
一

五
月
町
八
番
一
九
号

一

六

平
成
二
八
、

三
、

平
成
二
九
、

一
、

県
知
事

村

岡

嗣

政

指

定

年

月

日

地

平
成
二
九
、

一
、

番
三
〇

〇
一
の

九
条
の
規
定
に
よ
り
、
医
療
扶
助

番
三
〇

五
号

六

三
、

一
二
、
三

二
二
号

廃

止

年

月

日

地

平
成
二
八
、
一
二
、
三

号

一
〇
、

一

一
二
、
二三

七一 一 の 六一 一九一

告

示



平

医
療
院

成 年 月 日 金曜日

医
療

院社
会

医
療

ル
病

山
口

綜
合

医
療

科
病

山 口

独
立
推
進

医
療

下
関

（定期）県 報

氏春
成

山
救

り
、

第 号

山
生

扶
助

法
人
社
団
水
生
会
柴
田
病

二
一

法
人
博
愛
会
宇
部
記
念
病

宇
部

医
療
法
人
尾
中
病
院

法
人
聖
比
留
会
セ
ン
ト
ヒ

院県
済
生
会
山
口
総
合
病
院

山
口

病
院
山
口
赤
十
字
病
院

法
人
社
団
曙
会
佐
々
木
外

院
救

急

病

院

及

び

名

称

行
政
法
人
地
域
医
療
機
能

機
構
下
関
医
療
セ
ン
タ
ー

下
関

法
人
星
の
里
会
岡
病
院

〇
号

市
立
豊
田
中
央
病
院

一

施

術

名

住

謙
二

防
府
市
牟
礼
今
宿
一
丁

口
県
告
示
第
四
十
号

急
病
院
等
を
定
め
る
省
令
（
昭

次
の
と
お
り
救
急
病
院
及
び
救
急

平
成
二
十
九
年
二
月
十
七
日

口
県
告
示
第
三
十
九
号

活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律

の
た
め
の
施
術
を
担
当
さ
せ
る
機

平
成
二
十
九
年
二
月
十
七
日

大
内
矢
田
北
五
丁
目
一
一
番

号 市
上
町
一
丁
目
四
番
一
一
号

常
盤
町
二
丁
目
四
番
五
号

今
村
北
三
丁
目
七
番
一
八
号

市
緑
町
二
番
一
一
号

八
幡
馬
場
五
三
の
一

泉
都
町
九
番
一
三
号 山

口
県
知

救

急

診

療

所

所

在

地

市
上
新
地
町
三
丁
目
三
番
八
号

小
月
本
町
二
丁
目
一
五
番
二

豊
田
町
大
字
矢
田
三
六
五
の

者

所

目
二
二
番
八
号

和
三
十
九
年
厚
生
省
令
第
八
号
）

診
療
所
を
認
定
し
た
。

第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
五
条

関
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。

山
口
県
知

一
、
三
一

事

村

岡

嗣

政

認
定
が
効
力
を
有
す
る
期
限

平
成
三
二
、

一
、
三
一

二
、
一
二

指

定

年

月

日

平
成
二
九
、

一
、
一
九

第
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
医
療

事

村

岡

嗣

政

産
振
興
部
農
林
整
備
課
に
備
え

一

解
除
予
定
保
安
林
の
所
在

下
関
市
豊
田
町
大
字
江
良

二

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ

水
源
の
涵
養

三

解
除
の
理
由

道
路
用
地
と
す
る
た
め

（
「
次
の
図
」
は
、
省
略
し

合
会
周
東
総
合
病
院

佐
島
医
院

山
口
県
告
示
第
四
十
一
号

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法

安
林
の
指
定
を
次
の
と
お
り
解

平
成
二
十
九
年
二
月
十
七

医
療
法
人
康
淳
会
緑
町
三
祐
病

院医
療
法
人
博
愛
会
山
口
博
愛
病

院山
口
県
厚
生
農
業
協
同
組
合
連

合
会
長
門
総
合
病
院

医
療
法
人
社
団
成
蹊
会
岡
田
病

院医
療
法
人
生
山
会
斎
木
病
院

山
口
県
厚
生
農
業
協
同
組
合
連

山
口
県
厚
生
農
業
協
同
組
合
連

合
会
小
郡
第
一
総
合
病
院

林
病
院

医
療
法
人
社
団
向
陽
会
阿
知
須

同
仁
病
院

萩
市
民
病
院

医
療
法
人
神
徳
会
三
田
尻
病
院

医
療
法
人
社
団
松
友
会
松
本
外

科
病
院

置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
）

山
口

場
所

字
蟹
廻
り
一
三
五
の
九
（
次
の
図

た
目
的

、
そ
の
図
面
を
山
口
県
農
林
水
産

下
関
市
田
中
町
一
四
番
一
八
号

律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
二
十
六

除
す
る
予
定
で
あ
る
。

日

緑
町
一
丁
目
五
番
二
九

お
茶
屋
町
二
番
一
二
号

長
門
市
東
深
川
八
五

八
八
八

一
三
四

柳
井
市
古
開
作
一
〇
〇
〇
の
一

小
郡
下
郷
八
六
二
の
三

七
五
一
の
四

阿
知
須
四
二
四
一
の
四

萩
市
大
字
椿
三
四
六
〇
の
三

防
府
市
お
茶
屋
町
三
番
二
七
号

天
神
二
丁
目
一
番
四
四

県
知
事

村

岡

嗣

政

に
示
す
部
分
に
限
る
。
）

部
森
林
整
備
課
及
び
下
関
市
農
林

条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、

号

三
、

五

一
、
三
一

号

二

水 保



平成

室

年 月 日 金曜日

柱神大平

山 口 県

久大区通

（定期）報

一
浮

第 号

山
漁

り
、

同
意当

四
七
四

津
加
入
区

熊
毛
郡
上
関
町
大
字

号

通
津
二
六
八

島
加
入
区

大
字
柱
島
一三

代
加
入
区

柳
井
市
神
代
二
九
二

岩
国
市
由
宇
町
神
東

畠
加
入
区

柳
井
市
大
畠
一
一
六

遠
崎
二
九
三

郡
加
入
区

平
郡
二
一
五

賀
加
入
区

の
七

島
町
加
入

の
二
〇

の
一
六

津
加
入
区

岩
国
市
平
田
六
丁
目

平
成
二
十
九
年
二
月
十
七
日

届
出
事
項

加
入
区

発

住

島
加
入
区

大
島
郡
周
防
大
島
町

二

口
県
告
示
第
四
十
二
号

船
損
害
等
補
償
法
施
行
令
（
昭

漁
船
損
害
等
補
償
法
（
昭
和
二
十

を
求
め
る
た
め
、
次
の
一
の
と
お

該
届
出
に
係
る
指
定
漁
船
調
書
は

七

吉
永

室
津
三
八
七
の
一

砂
田

九
の
四

石
村

八
二

堀
江

三
九

高
根

七
の
一

佐
田

一
三
五
三
の
四

植
中

〇

田
邊

の
二

西
元

九

鈴
木

五
〇
〇

川
上

大
字
久
賀
二
六
九
八

大
野

二
五
二
九

坂
榮

大
字
小
松
一
四
八
七

丸
川

一
四
八
七

波
戸

五
六
番
三

一
〇
六

銀
山
口
県
知

起

人

所

氏

大
字
浮
島
四
六
四
の

村
田

和
二
十
七
年
政
令
第
六
十
八
号
）

七
年
法
律
第
二
十
八
号
）
第
百

り
事
前
届
出
が
あ
っ
た
。

、
次
の
二
に
よ
り
縦
覧
に
供
す

正
生

秋
義

武
男豊

柱
島
漁
業
協
同
組
合

延
之

秀
登

神
代
漁
業
協
同
組
合

勝
典

賢
一

大
畠
漁
業
協
同
組
合

巧
喜
義

山
口
県
漁
業
協
同
組
合

幸
俊

鶴
市

久
賀
漁
業
協
同
組
合

正
利

喜
雄

大
島
町
漁
業
協
同
組
合

正
幸

義
晴

通
津
漁
業
協
同
組
合

事

村

岡

嗣

政

名

漁
船
損
害
等
補
償
法
第

百
十
三
条
第
一
項
の
申

出
を
す
る
漁
業
協
同
組

合

靜
雄

山
口
県
漁
業
協
同
組
合

第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る

る
。

区黒
井
加
入
区

豊
浦

区藤
曲
浦
加
入

区

西
平

大
字

南
風
泊
加
入

区

下
関
市
彦
島

彦
島

六
連
島
加
入

区

大
字

蓋
井
島
加
入

大
字

区

西
桝

秋
穂
加
入
区

山
口
市
秋
穂

宇
部
市
東
部

加
入
区

宇
部
市
床
波

床
波

宇
部
岬
加
入

区

岬
町

岬
町

新
宇
部
加
入

昭
和

室
積
二

下
松
加
入
区

下
松
市
古
川

三
号

大
字

ケ
浜
加
入

区

周
南
市
大
字

戸
田
加
入
区

大
字

新
南
陽
加
入

温
田

祝
島
加
入
区

平
生
町
加
入

区

平
生

一

光
加
入
区

光
市
光
井
一

一
〇
〇

大

町
大
字
吉
永
六
三
七
の
二

藤

一
四
二
〇

重

一
三
番
一
号

神

原
四
丁
目
一
番
四
〇
号

掛

妻
崎
開
作
一
五
七
一
の
九

縄

西
山
町
三
丁
目
二
五
番
三
号

植

竹
ノ
子
島
町
三
番
八
号

瓜

六
連
島
四
二

中

一
三
七
の
一

加

蓋
井
島
二
一

林

町
一
番
一
六
号

田

東
八
〇
一
の
一
〇

村

四
九
九
六

平

五
丁
目
一
二
番
一
四
号

吉

二
丁
目
一
番
一
号

河

二
丁
目
三
番
一
一

九
号

尾

三
丁
目
一
三
番
三
八
号

坂

町
三
丁
目
一
二
番
六
号

渡

丁
目
一
五
番
一
〇
号

中

町
一
丁
目
五
番
二
〇

二
〇

濱

笠
戸
島
三
六
五

河

ケ
浜
三
六
七

西

八
五

西

戸
田
一
六
〇
の
二

松

六
四
七
の
四

村

一
丁
目
一
一
番
五
二
号

中

一
一
九
〇
の
二

畠

大
字
祝
島
八
七
の
二

岡

二
二
二

石

町
大
字
佐
賀
二
〇
五
八
の
一

森

五
六
一
の
五

山

丁
目
一
九
番
二
一
号

市

三

空

正
治

田

勝

黒
井
漁
業
協
同
組
合

本

龍

原

正
芳

谷

勉

山
口
県
漁
業
協
同
組

田
百
合
夫

田

操

生

基
輝

林

裕

藤

幹
雄

義
一

中

健
次

上

正

田

正
輝

井

正
文

村

精
七

中

博

脇
安
良
人

壁

勝
則

新
宇
部
漁
業
協
同
組

村

悟

田

修
治

村

直
久

村

恭
則

村

松
雄

岡

徹稔

村

恒
美

山

英
己

本

正
昭

井

一
也

本

秀
夫

本

祥
二

川

秀
次

合 合



平

宇加

成 年 月 日 金曜日

区光下区戸新区秋

山 口

通柱神大平室祝平

（定期）県 報

須
二

浮久大区

第 号

角長大見
部
市
東
部

入
区

加
入
区

松
加
入
区

ケ
浜
加
入

田
加
入
区

南
陽
加
入

穂
加
入
区

津
加
入
区

島
加
入
区

代
加
入
区

畠
加
入
区

郡
加
入
区

津
加
入
区

島
加
入
区

生
町
加
入

佐
加
入
区

大
字
須
佐
四
六

四
九

指
定
漁
船
調
書
の
縦
覧

加
入
区

縦

島
加
入
区

平
成
二
十
九
年
二
月

賀
加
入
区

島
町
加
入

島
加
入
区

豊
北
町
大
字

門
加
入
区

長
門
市
仙
崎
一
四
五

四
一
七

島
加
入
区

萩
市
大
島
四
九
〇

一
五

島
加
入
区

見
島
一
二
七

七
一
の
二

二
七
の
三

一
木

二
六
の
一
一

橋
本

覧

期

間

十
七
日
か
ら
同
年
三
月
三
日
ま

角
島
三
〇
一
六

中
野

一
二
二
〇

藤
井

六
の
一

舛
谷

七
の
一
〇

松
本

田
中

濱
村

山
根

曽
根

通
津
漁
業
協
同
組
合

柱
島
漁
業
協
同
組
合

神
代
漁
業
協
同
組
合

大
畠
漁
業
協
同
組
合

山
口
県
漁
業
協
同
組
合

清
久

政
春

縦

覧

場

所

で

山
口
県
漁
業
協
同
組
合

久
賀
漁
業
協
同
組
合

大
島
町
漁
業
協
同
組
合

秀
幸

角
島
漁
業
協
同
組
合

兼
夫

達
雄

山
口
県
漁
業
協
同
組
合

肇
稔
久

洋
一

庸
夫

則
次

地

名

及

熊
毛
郡
平
生
町
大
字
宇
佐
木
字
尾
崎

山
口
県
告
示
第
四
十
三
号

建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五

の
位
置
を
次
の
と
お
り
指
定
し

そ
の
関
係
図
面
は
、
柳
井
土

平
成
二
十
九
年
二
月
十
七

蓋
井
島
加
入

区黒
井
加
入
区

角
島
加
入
区

長
門
加
入
区

大
島
加
入
区

見
島
加
入
区

須
佐
加
入
区

宇
部
岬
加
入

区新
宇
部
加
入

区藤
曲
浦
加
入

区南
風
泊
加
入

区六
連
島
加
入

区

び

番

地

幅（メ
ー
ト

二
四
八
の
一
六

四

年
法
律
第
二
百
一
号
）
第
四
十
二

た
。

木
建
築
事
務
所
に
備
え
付
け
て
縦

日

山
口

員ル）

延

長

（
メ
ー
ト
ル
）

指
定
年
月
日

・
〇

一
一
・
九
平
成
二
九
、

二
、

条
第
一
項
第
五
号
に
規
定
す
る
道

覧
に
供
す
る
。

県
知
事

村

岡

嗣

政

黒
井
漁
業
協
同
組
合

角
島
漁
業
協
同
組
合

山
口
県
漁
業
協
同
組
合

新
宇
部
漁
業
協
同
組
合

山
口
県
漁
業
協
同
組
合

四

六 路



平成 年 月 日 金曜日

五

山 口 県

三四

（定期）報

一
平

二

第 号

（
三山

に
よ

公
聴
会
の
運
営
を
円
滑
に
行
う

こ
と
が
あ
り
ま
す
。

及
び

に
掲
げ
る
場
合
に
お

公
述
の
申
出
の
手
続

公
聴
会
に
お
い
て
環
境
の
保
全

年
三
月
六
日
ま
で
に
、
氏
名
及
び

者
の
氏
名
及
び
主
た
る
事
務
所
の

旨
を
記
載
し
た
書
面
（
以
下
「
公

号
七
五
三

八
五
〇
一
）
山
口
県

公
述
申
出
書
を
提
出
し
た
者
の

者
を
選
定
し
ま
す
。

氏

名

前
田

操
治

所
在
地

東
京
都
千
代
田
区
富

対
象
事
業
の
名
称
、
種
類
及
び
規

名

称

（
仮
称
）
安
岡
沖
洋

種

類

発
電
所
の
設
置

規

模

四
千
キ
ロ
ワ
ッ
ト

対
象
事
業
実
施
区
域

下
関
市
安
岡
沖

平
成
二
十
九
年
二
月
十
七
日

日
時
、
場
所
等

日

時

成
二
九
、

三
、
二
二

午
前
一
〇
時

下
関

事
業
者
の
名
称
、
代
表
者
の
氏
名

名

称

前
田
建
設
工
業
株
式

公

四
）
山
口
県
環
境
影
響
評
価
条
例

口
県
環
境
影
響
評
価
条
例
（
平
成

り
、
次
の
と
お
り
公
聴
会
を
開
催

た
め
必
要
が
あ
る
と
き
は
、
意

い
て
は
、
そ
の
旨
を
公
述
申
出

の
見
地
か
ら
の
意
見
を
述
べ
よ

住
所
（
法
人
そ
の
他
の
団
体
に

所
在
地
）
、
電
話
番
号
、
対
象

述
申
出
書
」
と
い
う
。
）
を
山

環
境
生
活
部
環
境
政
策
課
に
提

う
ち
か
ら
、
公
聴
会
に
お
い
て

士
見
二
丁
目
一
〇
番
二
号

模上
風
力
発
電
事
業

一
五
基

山
口
県
知

場

所

市
リ
サ
イ
ク
ル
プ
ラ
ザ

及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

会
社

告

の
規
定
に
基
づ
く
公
聴
会
の
開

十
年
山
口
県
条
例
第
三
十
七
号

し
ま
す
。

見
を
述
べ
る
時
間
を
制
限
す
る

書
を
提
出
し
た
者
又
は
公
聴
会

う
と
す
る
者
は
、
平
成
二
十
九

あ
っ
て
は
、
そ
の
名
称
、
代
表

事
業
の
名
称
並
び
に
意
見
の
要

口
市
滝
町
一
番
一
号
（
郵
便
番

出
し
て
く
だ
さ
い
。

意
見
を
述
べ
る
こ
と
が
で
き
る

事

村

岡

嗣

政

収
容
人
員

一
〇
〇
人
程
度

催）
第
四
十
三
条
第
六
項
の
規
定

一

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称

（
三
六
）
大
規
模
小
売
店
舗
立

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（

二
十
八
年
十
月
四
日
山
口
県
公

市
か
ら
意
見
を
聴
き
ま
し
た
。

当
該
意
見
は
、
平
成
二
十
九

部
商
政
課
及
び
周
南
市
経
済
産

平
成
二
十
九
年
二
月
十
七

一

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称

名

称

ア
ル
ク
中
関

所
在
地

防
府
市
大
字

二

意
見
の
概
要

特
に
配
慮
を
求
め
る
事
項

（
三
五
）
大
規
模
小
売
店
舗
立

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（

二
十
八
年
十
月
四
日
山
口
県
公

市
か
ら
意
見
を
聴
き
ま
し
た
。

当
該
意
見
は
、
平
成
二
十
九

部
商
政
課
及
び
防
府
市
産
業
振

平
成
二
十
九
年
二
月
十
七

に
お
い
て
意
見
を
述
べ
る

六

そ
の
他

公
聴
会
を
傍
聴
し
よ
う

聴
会
当
日
、
受
付
で
先
着

公
聴
会
に
関
す
る
問
合

二
九
三
三
）
に
し
て
く
だ

山
口

及
び
所
在
地

地
法
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第

告
（
四
〇
二
）
に
係
る
大
規
模
小

年
二
月
十
七
日
か
ら
同
年
三
月
十

業
部
商
工
振
興
課
に
お
い
て
公
衆

日

山
口

及
び
所
在
地

店田
島
一
四
九
七
の
二

は
な
い
。

地
法
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第

告
（
四
〇
一
）
に
係
る
大
規
模
小

年
二
月
十
七
日
か
ら
同
年
三
月
十

興
部
商
工
振
興
課
に
お
い
て
公
衆

日 こ
と
が
で
き
る
者
に
通
知
し
ま
す

と
す
る
者
は
、
傍
聴
券
の
交
付
を

順
に
交
付
し
ま
す
。

せ
は
、
山
口
県
環
境
生
活
部
環
境

さ
い
。

五

県
知
事

村

岡

嗣

政

る
意
見
の
聴
取

八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
平

売
店
舗
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
周

七
日
ま
で
の
間
、
山
口
県
商
工
労

の
縦
覧
に
供
し
ま
す
。

県
知
事

村

岡

嗣

政

る
意
見
の
聴
取

八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
平

売
店
舗
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
防

七
日
ま
で
の
間
、
山
口
県
商
工
労

の
縦
覧
に
供
し
ま
す
。

。受
け
て
く
だ
さ
い
。
傍
聴
券
は
、

政
策
課
（
電
話
〇
八
三

九
三
三

成南働 成府働 公

公

告



平成 年 月 日 金曜日

二
十

市
か当

部
商

一

山 口

二（
三大

（定期）県 報

二
十

小
野当

部
商

一

第 号

二（
三大

所
在
地

下
松
市
望
町
二
丁
目

八
年
十
月
七
日
山
口
県
公
告
（
四

ら
意
見
を
聴
き
ま
し
た
。

該
意
見
は
、
平
成
二
十
九
年
二
月

政
課
及
び
下
松
市
経
済
部
産
業
観

平
成
二
十
九
年
二
月
十
七
日

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所

名

称

（
仮
称
）
ド
ラ
ッ
グ

名

称

ア
ル
ク
小
野
田
店

所
在
地

山
陽
小
野
田
市
大
字

意
見
の
概
要

特
に
配
慮
を
求
め
る
事
項
は
な
い

八
）
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
第

規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十

八
年
十
月
四
日
山
口
県
公
告
（
四

田
市
か
ら
意
見
を
聴
き
ま
し
た
。

該
意
見
は
、
平
成
二
十
九
年
二
月

政
課
及
び
山
陽
小
野
田
市
産
業
振

平
成
二
十
九
年
二
月
十
七
日

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所

名

称

ア
ル
ク
徳
山
中
央
店

所
在
地

周
南
市
花
畠
町
一
二

意
見
の
概
要

特
に
配
慮
を
求
め
る
事
項
は
な
い

七
）
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
第

規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十

一
二
七
四
の
二

〇
八
）
に
係
る
大
規
模
小
売
店

十
七
日
か
ら
同
年
三
月
十
七
日

光
課
に
お
い
て
公
衆
の
縦
覧
に

山
口
県
知

在
地

コ
ス
モ
ス
望
町
店

西
高
泊
六
四
〇
の
一

。八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
意

年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
八
条

〇
三
）
に
係
る
大
規
模
小
売
店

十
七
日
か
ら
同
年
三
月
十
七
日

興
部
商
工
労
働
課
に
お
い
て
公

山
口
県
知

在
地

七
の
一

。八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
意

年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
八
条

舗
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
下
松

ま
で
の
間
、
山
口
県
商
工
労
働

供
し
ま
す
。

事

村

岡

嗣

政

見
の
聴
取

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
平
成

舗
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
山
陽

ま
で
の
間
、
山
口
県
商
工
労
働

衆
の
縦
覧
に
供
し
ま
す
。

事

村

岡

嗣

政

見
の
聴
取

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
平
成

一

事
業
の
名
称

県
営
大
坪
地
区
震
災
対
策

二

工
事
完
了
の
時
期

平
成
二
十
八
年
三
月
二
十

二

意
見
の
概
要

特
に
配
慮
を
求
め
る
事
項

（
四
〇
）
土
地
改
良
事
業
の
工

次
の
と
お
り
県
営
土
地
改
良

平
成
二
十
九
年
二
月
十
七

当
該
意
見
は
、
平
成
二
十
九

部
商
政
課
及
び
宇
部
市
産
業
振

平
成
二
十
九
年
二
月
十
七

一

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称

名

称

ア
ル
ク
西
宇

所
在
地

宇
部
市
厚
南

二

意
見
の
概
要

交
通
に
係
る
事
項
に
つ
い

（
三
九
）
大
規
模
小
売
店
舗
立

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（

二
十
八
年
十
月
七
日
山
口
県
公

市
か
ら
意
見
を
聴
き
ま
し
た
。

農
業
水
利
施
設
整
備
事
業

八
日

は
な
い
。

事
の
完
了

事
業
の
工
事
が
完
了
し
ま
し
た
。

日

山
口

年
二
月
十
七
日
か
ら
同
年
三
月
十

興
部
商
工
振
興
課
に
お
い
て
公
衆

日

山
口

及
び
所
在
地

部
店

北
五
丁
目
一
六
〇
二
の
一

て
配
慮
を
求
め
る
。

地
法
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第

告
（
四
〇
九
）
に
係
る
大
規
模
小

県
知
事

村

岡

嗣

政

七
日
ま
で
の
間
、
山
口
県
商
工
労

の
縦
覧
に
供
し
ま
す
。

県
知
事

村

岡

嗣

政

る
意
見
の
聴
取

八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
平

売
店
舗
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
宇

六

働 成部



平成 年 月 日 金曜日 山 口 県 （定期）報

ペ

第 号

正
平

林
）ー

ジ

段

行

二
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